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①科学技術の発展を通じた国際黄献

③地球的規輝の環境保全問題への対応等国

○　 学術審議会建議 r学術研究振興のための新たな方策について」 （元 了

19）
独創的 ・先駆的な学術研究、先端技術分野の創出の基盤となる学術研
究、国際共同研究等の推進を図るため、新プログラム方式による大型研究
の推進を提言。

○　 科学技術会議が、科学技術による国際貢献の基本的な考え方を示 した
「国際観題懇談会報告審」をとりまとめ （2．12）
我が国科学技術振興のためにも、グローバ リズム的考え方が重要であ
り、国際貢献の推進が必要と提言。

○ 利学技癖会議政策委員会 「平成′3年度科学技術振興に関する重点指針」
際問題研究開発の推進

l

（2．6．14）
基礎的 ・先導的な科学技術の推進及び創造的人材の充実、地球環境問題
への対応等国際交流．・協力の拡充、科学技術振興基盤の強化及び研究交流
の促進を重点とした平成3年度の施策を実施するよう提言。

○　 ヒューマン・フロンティア・サイェンス・プログラム事業実施のため、
国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス ・プログラム機構をフランス
・ネトラスプールに設置 （元．10．30）

○　 地球的規模の環境問題に関する施策の効果的 ・総合的推過を図るため、
地球環境保全に関する関係閣僚会議を設置 （元．5．12 ）
第 4．回会議 （2．・10．23 ）において、温室効果ガスの排出抑制目標や官民
挙げての温暖化防止に向けての取り組みを示した、 「地球温暖化防止行動
計画」を策定。

○　 国際連合環境計画 （U N E P ）の協力を得て 「地球環境保全に関する東
京会議」を開催 （元．9．11 ～9．13）

○　 大気汚染及び気候変動に関する閣僚会談を開催
大気汚染及び気候変動に関する閣僚会議 （オランダ・ノールトヴェイク
・・において 6 8 ヶ国、 1 1国際械関が参加、我が国は環境庁長官が出席）に
おいて炭酸ガスの排出丑について先進工業国が一定の水準に安定化させる
ことを盛り込んだ 「ノールトヴェイク宣言」．に合意 （元．11．7 ）。

幽幽幽録恋恋壷ぬ逮



l

呂

I

甲　　　 項 計　 画　 の　 概　 要 推 ・・　　 料　　　　 状　　　　 況

′

l

l

l

○　 気候変動に関する政府間パネル （I P C C ）における報告書の取りまと
め
気候変動に関する政府間パネル （l P C C ）において、科学的知見の評
価 （第一作業部会）、環境的社会的経済的影響評価 （第二作業部会）、対
応戦略．（第三作業部会）における報告書をとりまとめ （2．8．31）。

○　 科学技術会議答申 「地球科学技術に関する研究開発基本計画」（2．6．14）
今後 1 0年程度を展望した地球科学技術に関する研究開発を推邁するに
．あたっての基本的考え方を規定。

○　 気候変動枠組み条約交渉会議 （3．2 、6 、9 ）
1992年 6 月の 「環境と開発に関する国連会議J の会期中における、気候
変動に関する枠組み条約の署名に向け、2 つの作業部会により検討中。

○　 地球環境への負荷がより少ない方法で社会経済活動を営む施策の一環と
して、資源の有効利用、廃棄物発生抑制及び環境の保全に関する 「再生資
源の利用の促進に関する法律」を制定、公布 （3．4 ）

0　 3年度地球環境保全関係予算として、 1 7 省庁総額4．808 億円 （前年比
6．3 ％増）確保 、

○　 シニアフ．オレター会議の開催及び横浜林業宣言の採択 （3．7．23～26）
国際熱帯木材械関 （I T T O ）の協力を得て、熱帯林の保全と持続可能
な森林経営の確立に向け、世界の森林、林業の専門家が参加 （42 ヵ国、12
・国際機関）する国際合議を横浜で開催。

③国際的に必要性の高い研究設備の由実と ○　 地下無重力環境実験センター、イオン工学センター、鉱工業海洋生物利
外国への利用械会の提供 用技術研究センター、レーザー応用工学センター、超高温材料研究センタ

二を設置し、内外の研究者に広く開放 （元年度～）

○　 核融合科学研究所を設置し、内外の研究者に広く開放 （元．5．29 ）

● ′●
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⑨外国人研究者の受入れ及び研究者の交流 ○　 国際研究協力、国際研究交流支援、研究者養成事業を箕施するため、新
の促進

⑤政府資金を投入して得られた成果の対外

エネルギー・′産業技術総合開発職梢の付置機関として、国際産業技術交流
センターを設置 （元．4．1）

○　 外国人を含む国際共同研究への助成及び国立試験研究所等での研究への
外国人参加の拡充

○　 新技術事業団．による国際研究交流促逓事業を痢始 （元．10．1 ）

○　 日本科学技術情報センターにおいて、政府関係文献、公的試験研究機関
提供の促進

⑧教育面における国際交流の推進等

1　°

の実施する研究情報等 （いわゆるグレイリテラチャー）の英文データベー
スを作成し、国際流通を促進 （2年度）

○　 国際文化交流に関する懇談会 （総理大臣の懇談会） （63．5．．19 設置）ゐ
最終報告 （元．5．19 ）
：我が国の国隙文化交流強化の方策に関する報告。政府による国際文化交
流行動吾†画の策定等を提言。

○　 匡睡文化交流推進会議 r国際文化交流行動計画J 策定 （元．9．14 ）
日本語教育 ・日本研究に対する協力、芸術文化交流l・文化遺産保存協力
・学術交流の充実と基盤の強化、視聴覚媒体等の活用による情報提供、知
的交流 ・国際理解教育の推進、国際交流基金の活動基盤の強化 ・事業の拡
充等の基本施策を決定。

〇　 第 1 回国際文化交流推進に関する閣僚懇談会の開催 （元．9．19 ）
国際文化交流推進に関する当面の諸問題について随時の懇談を行うた
め、．関係閣僚による懇談会を開催ふ

○′学習指導要領改訂 （元 3）
・国語、外国語の教材選定の観点のひとつとして国際理解を明示。
・小 ・中の社会科においても国際理解を重視、高等学校地理歴史科で世界
史で世界史を必修。
・外国語において、コミュニケーション能力の一層の育成を重視。
・道徳 ・特別活動において世界の中の日本人の育成に配慮。
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○　 語学指導等を行う外国青年招致事痩 （J E T プログラム）’の拡充

外国語教育の一層の充実等を図るため、平成3 年度において約 2，900人
を招致。

○　 匡I際交流ディレクターの派遣 （平成 2 年～）
現地社会との教育 ・文化 ・スポーツを通じた交流活動及び国際理解に関
する指導を積極的に展開するため、日本人学校等に国際交流ディレクター
を派通。

○　 留学生受入れ体制の整備充実
21世紀初頭における10万人の留学生受入れを目途に、国費留学生の計画
的拡充、私費留学生のための学習奨励費の拡充、大学における指導援助体
制の整備、留学生宿舎の安定的確保、海外における日本留学情報提供の充
実等を推進。 印召細62年 5 月‥・2 万2 千人　 平成 2年 5 月…4方 1千人）

／
○　 青年海外協力隊事業の拡充
63年度は新規派通隊員定員30名増の910 名を派過。元年度は新醜派遣隊
員定見30名増の 940名を派通。 2 年度は新規派達隊員定員30名増め 970名
を派達。3 年度は新規派遵隊員定員30名増の1000名を派退。

○　 紐外国の中等教育施設においで、日本語指導上日本文化の紹介等を行う
ため、公立の中 ・高等学校の教師を派達する　r外国教育施設日本語指導教
貝派達事業 （R E X 計画）」を平成 2 年度より開始。 （派遣教員 ：平成 2
年度13乱　 平成 3年度20名）

○　 海外における日本語に対する需要に応える．とともに、日本語教師の育成
の一環として、大学の日本語教員養成課程卒業者等の青年を派遣する 「膏
年日本語教師派遣軍業 （T A P 計画）」を平成 2年度より開始。 （平成 2
年度 ：米．豪．平成 3年犀 ：加．キュージーランドにも拡大予定）。

〇　 月本語教育施設の審査事業の認定に関する規定の整備
日本語教育施設の教育条件等について行う審査事業を文部大臣が認定す
る制度を創設。 （元．10．3，文部省告示）

●
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⑦ 文 化 交 流 を 應 じて 諸 外 国 と の 相 互 理 解 を ○　 国 際 交 流 基 金 の 活 動 基 盤 の 強 化
深 め 幅 広 い 関 係 を 構 築 。

⑧ 外 国 人 の 受 け 入 れ 問 題 に 対 す る 対 応

・定 員 の 増 加 ：昭 和 6 3 年 度 13 8 名 ， 平 成 3 年 度 1 8 9 名 。
・海 外 拠 点 数 の 増 加 ：昭 和 6 3 年 度 1 1 カ 軌　 平 成 3 年 度 1 4 カ 所 。

0 　 米 国 ・ス ミ ソ ニ ア ン研 究 機 構 と の 問 で 東 ア ジ ア の 文 化 財 の 保 存 修 復 に 関
す る調 査 研 究 の 実 施 （元 年 ～ ）

O 　 r文 化 遺 跡 保 存 日本 信 託 基 金 」 を 設 立 （元 ．8 ）
世 界 の 文 化 遺 産 の 保 存 ・修 復 に 協 力 す る た め 、 ユ ネ ス コ に 「文 化 遺 跡 保
存 日本 信 託 基 金 」 を 設 立 。 平 成 3 年 度 ま で に 計 8 0 0 万 ドル を 拠 出 。

O 　 N G O に 対 す る 支 援
郵 便 貯 金 の 利 子 の 民 間 海 外 援 助 事 集 に 対 す る 寄 付 の 要 言モに 関 す る 法 律 の
制 定 。 （3 ．6 ．2 1施 行 、 3 ． 1 月 取 扱 開 始 ）

○　 ㈲ 放 送 番 組 国 際 交 流 セ ン タ ー の 設 立 （3 ．4．2 6 ）
国 際 番 組 ラ イ ブ ラ リ ー の 運 営 を 通 じて 、 放 送 事 業 者 が 行 う番 組 の 海 外
接 供 活 動 を 促 進 。

○　 出 入 国 管 理 及 び 難 民 吾忍定 法 の 改 正 （2 ．6 ．1 施 行 ）
在 留 資 格 の 新 設 を 含 む 整 備 ・拡 充 、 上 陸 審 査 の 基 準 の 公 表 お よ び 審 査
手 続 き の 簡 易 ・l迅 速 化 並 び に 不 法 就 労 対 策 等 を 内 容 と す る 法 律 を 施 行 。
専 門 的 な 技 術 ・技 能 ・知 識 等 を 有 す る 外 国 人 の 受 入 れ を 拡 大 す る と と
も に 、 入 国 の 制 度 の 透 明 化 を 促 進 。
な お 、 外 国 人 労 働 者 問 題 に つ い て は 、 改 正 さ れ た 「出 入 国 管 理 及 び 難
民 認 定 法 」 の 適 正 か つ 円 滑 な 施 行 に 努 め る と と も に 、 今 後 の 状 況 の 推 移
も曙 ま え 、 幅 広 い 観 点 か ら 、 引 き続 き検 討 中 。

○　 外 国 人 労 働 者 問 題 関 係 省 庁 連 絡 会 議 で の 政 策 検 討 ．
関 係 17 省 庁 の 局 長 レ ベ ル に よ る 連 絡 会 議 に お い て 、 外 国 人 労 働 者 を 中 心
とす る 外 国 人 受 入 れ に 関 す る 諸 問 題 に つ い て 引 き 続 き 検 討 中 。

○　 外 国 人 労 働 者 問 題 に 関 す る 閣 僚 懇 談 会 の 開 催
外 国 人 労 働 者 に 関 す る 諸 問 題 に つ い て 随 時 の 懇 談 を 行 う た め 、 関 係 閣 僚
に よ る 懇 談 会 を 開 催 。・
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〇　 第ノ6 次雇用対策基本計画の策定 （63．6，17 閣議決定）
専門的 ・技術的な能力等を有する外国人労働者は可能な限り受け入れる
方向で対処すること七するが、いわゆる単純労働者の受入れについては、
十分慎重に対応することを提言。

○　 外国人労働者問題に関する調査検討のための懇談会 （労働大臣の懇談
会）報告 （63．12．9）
外国人労働者の受入れの在り方と、これに関する制度整備の在り方につ
いて、意見を発表。

● ●
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Ⅳ．経済社会の基盤整備
1．社会資本整備の推進

①社会資本の着実な整備の稚進

②多極分散促進のための高速交通ネッ‘トワ

．0　 公共投資基本計画 （2．6．28閣議了解）
・2 1 世紀に向けて着実に社会資本整備の充実を図っていくための指針。

（1）整備の基本的方向

ノ

・今後の公共投資に関する枠組み及び基本方向を総合的に示すもの。
・計画期間　 平成 3年度から12年度。
・計画期間中の公共投資総額をおおむね430 兆円とする。
・公共投資のうち r生活環境 ・文化機能に係わるもの」の割合を計画期間
中60％程度を目処に増加させる。

○　 生活関連重点化枠の設定 （2．7．27閣議了解 「平成 3年度の概算要求につ
いてJ ）
・生活に密接に関連する投資的経費について、各省庁の要望を踏まえ、予
算縞成過程において 「生活関連重点化枠」として、総額2．000 億円の範
囲内で追加 （4・年度予算概算要求基準でも設定）。

0　 公共投資充実臨時特別措置の設定 （3．7．5 閣議了解 「平成 4 年度の概算
要求についてJ ）
r公共投資基本計画」等の着実な実施に資する投資的経費について、
「公共投資充実臨時特別措乱　 として、総額2．000 億円の範囲内で要求額
に加算。

○　 運輸政策審議会答申 r21世紀に向けての90年代の交通政策の基本的課題
－クの整備 への対応について」 （2．12、3．5 、3．6 ）’

・国民生活 ・意識の高度化 ・多様化、高齢化の進行、産業構造 ・地域構造
の変化等による我が国経済社会の変化に対応した、1990年代の交通政策
め目指すペ華方向について提言。

（D 幹線道路網の整備
〇　 第10次道路盤僻5 箇年計画の推進 （63．5．27 閣誠決定）
・計画期間　 昭和63年度～平成・・4年度。
・総投資規模　 530，000 億円．（対前期計画39％増）。
・進捗率　 78．3％d （平成3 年度まで）

○　 国土開発幹線自動車道建設審議会の韻を経て、第 2東名、名神高速道路
1・等1，364 kmの新たな基本計画を策定。 （元．1．31 ）

L

些些±碧空霊宝霊霊霊



鮎・ふふ′・‥・・・．・ふ・∴二二∴・・・一三1・・・ここ、・＿、・・、・・、∴　‥．・∴こし、ふ議題i主脳壷組こ∴
ヽ　　　　　　　　　　　　　　lヽ　　　　　　　　　　・　　　．

轡押野…響畢明野野間門間潤　一m r、－V－‾轡珊脚野・

張出幽鬼最強血独脇地脱撮恩凱

野間閏閏閏畢野澤畢畢野間間関野欄間評畢響閏畢関間畢野澤町野閏関野閏畢関野畢畢畢郡野澤㈹甲畢畢潤畢開脚撃畢野間坪野響野澤坪野畢轡一一川　柳珊W

1

雷

l

事　　　 由 計　 画　 の ・概 ．要 由　　　　　 捗　　　　　 状　　　　　 況

l

I

I

il

○　 高規格幹線道路の整備の推進
・平成 3年度内には、5．000 kmを超える高速道路網を形成。
（横手～秋田　 56km等、286 kmを平成3 年度新たに供用）

○　 適時法等の改正 （元 11．22施行）
（L l．（1）②参照）

②航空網の整備
○　 第6 次空港整備5 箇年計画の推進 （3．11．29 閣議決定）
・計画期間　 平成3 年度～平成 7年度。
・絵投資規模　 31，900債円。 （対前期計画66％増）

③鉄道網の整備
○　 整備新幹線のについて　　　　　　　　　　　　　　　　 ′
・イ平成元年度予算編成にあたっての整備新幹線の取扱いについ七」 （元
1．17政府与党申合わせ）により、北陸新幹線　 高崎～軽井沢問の平成元
年度本格的着工 （元．8．2）、建設費の負担率 （国及び地域50％、J R 50
％）．等を決定。
・・「整備新幹線着工等についての政府 ・与党申合わせJ （2．12．24　4 政府
与党申合わせ）により、北陸新幹線　 軽井沢～長野間 （3．9．17着エ）、
東北新幹線　 盛岡～青森間 （3．9．4 着工）、九州新幹線　 八代⊥西虎児
島間 （3．9．7 着土）の平成 3 年度本格的着工等を決定。

○　 特殊法人 r鉄道整備基金」の設立 （3．10．1∵）
・新幹線鉄道による全国的な鉄道網の一部を暫定的に構成する新幹線鉄道
に準ずる高速鉄道の円滑な整備を図るため、その建設に係る手続き及び
財政上の措置等について定める必要から r全国新幹線鉄道整備法の一部
を改正する法律」を制定。 （3．4．26公布）
・新幹線鉄道、幹線鉄道及び都市鉄道の計画的かつ着実な整備を促適する
等のため、．鉄道事射 こ対する助成を総合的にかっ効率的に行う目的で、
鉄道整備基金法を制定。 （3．4．26公布）
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③豊かさを実感できる経済社会の実現のた

○　 超伝導磁気浮上式鉄道の山梨新実験線の建設に着手 （2．11．28 ）

・新実験線延長　 約43km

④　 海上交通網の整備
○　 第8 次港湾整備5 箇年計画の推進 （3．11．－29 閣議決定）

：誌霞錯 横平告霊 苗讐 晶誌 佃 。。周 ）・

l
①　 国民の生命、財産の安全を守るための国土基盤整備

めの国民生活基盤の整備 ○　 第 5次海岸 5 箇年計画の推進 （3．11．29 閣議決定）

†計画期間　 平成 3年度～平成 7 年度。
・総投資規模 113．000億円。 （対前期計画30％増）

○　 第 2 次急傾斜地崩壊対策事業 5 箇年計画の推進，（63．5．27 閣試決定）

・計画期間　 昭和 6 3年度～平成 4 年度。
・総投資規模　 8．000 億円。 （対前期計画45％増）

○　 河川審議会答申 r今後の河川整備はいかにあるべきか」 （3．12．6）

・安全な社会基盤の形成。
・水と緑豊かな生活環境の創造。
・超過洪水、異常渇水等に備える危機管理施策の展開。

○　 河川法の改正 （3．5．2 公布）

・計画高水丑を超える流畳の洪水の作用に対して耐えることができる規格
構造を有し、塊体上での通常め土地利用が可能な高規格堤防の整備の円
滑な推進を図るため、高規格堤防に係る一定の区域における工作物の新
築等に対する規制の緩和等を行う。

②　 国民生活の映適さや利便性の向上を目指した生活環境基盤、地政交通基
盤整備

○　 第 7 次下水道整備五箇年計画の推進 （3．11．29 閣議決定）
（I 一日3）⑤参照）
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○　 第 5次都市公園等整備五箇年計画の推進 （3．11．29 閣議決定）
（エー2 聞③参照）

〇　 第六期住宅建設五箇年計画の推進 （3．3．8 閣議決定）
（1 －1参照）

○　 生活環境審議会答申 「今後の水道の質的向上のための方策につ‘いて」

（2．11．19 ）
すべての国民への水道施設の整備、安定性が高くかつ安全な水道の構築
を提言。

○　 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正 （3．10．5公布）
廃棄物の滅皇化 ・再生の推進、適正処理の確保、処理施設の確保。

○　 第7 次廃棄物処理施設整備計画 （3．11．29 閣議決定）
・計画期間　 平成 3 年度～7 年度。
・総投資規模28．300億円。 （対前期計画45％増）

○　 第 5次特定交通喪全施設等整備事業五箇年計画の推進 （3．11．29 閤議決

F定）
・計画期間　 平成 3年度～平成 7 年度。
・総投頸規模．20．150億円。 （対前期計画36％増）

○　 道路交通法の改正 （3．1，1 施行）
・違法駐車のなかでも特に危険性、迷惑性の高い放置行為の防止を図るな
ど、交通の家全及び円滑の碓保。

○　 自動車の保管場所の確保等に関する法律の改正 （3．7．1 施行）
・自動車の保有者の保管場所確保義務の履行をより確実にするための各種
制度を設けることにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止
及び道路交通の円滑化の促進。

● ●




